
- 1 - 

令和８年度 
花巻市特定任期付職員（弁護士） 

採用試験案内 
 

 花巻市では、地方分権下における法的課題等の対応強化、コンプライアンスの推進及び人材育成

（職員の法務能力の向上）の推進を図るため、法曹資格を有し、法律に関する高い専門性と実務経

験を行政分野で発揮できる専門職を募集します。 

 花巻市で働いていただく方のために、充実したサポート体制や研修制度をご用意しております。 

 

１ 募集する職、人数、主な職務内容 

職種 人数 主な職務内容 勤務先（予定） 

弁護士 

(任期付) 
１名 

・訴訟関係、行政不服審査その他法的事案の整理・処理

業務に関すること 

・施策の法的妥当性、法令への適合性の検証に関するこ

と 

・職員のコンプライアンス向上に関すること 

・職員の法務能力向上のための人材育成に関すること 

・職員からの法令解釈等の法務相談  など 

総合政策部総務課 

(花巻市花城町9-30) 

 

２ 任用期間 

  採用日から３年間 

  ※採用日については、相談に応じます。 

 

３ 受験資格等 

 次のすべての要件を満たす方が受験できます。 

(1) 司法修習生の修習を終えていること 

(2) 法律に関する高度な専門的知識を有するとともに、弁護士として訴訟活動に関する実務経

験が２年以上あること 

(3) 昭和４６年４月２日以降に生まれた方 

 

 ただし、次の各号の一つに該当する方は、受験できません。 

 (1) 拘禁以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま

での方 

 (2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他団体を

結成し、又はこれに加入した方 

 (3) 花巻市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない方 

 ※性別、国籍は問いません。 
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４ 試験の日程、方法及び内容 

 (1) 試験方法 

試験方法 内   容 

書類審査 
 提出された書類に基づき、応募資格に合致した要件を具備しているか、採用

職種に相応しい経歴か、などについて審査します。 

面接試験 

 法曹資格者として必要な能力・意欲、コミュニケーション能力、当該業務に

対する適性、人物（協調性、積極性等）等について審査するため、面接による

人物試験を行います。 

 

 (2) 面接試験日、会場 

    申し込み状況により決定し、お知らせいたします。 

 

５ 受付期間 

随時（土・日・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで 郵送可） 

合格者が決定した時点で受付を終了します。 

 

６ 受験手続 

 (1) 申込書の請求 

   (ｱ) 申込書は、花巻市役所本庁舎総合案内、総合政策部人事課で配布します。 

   (ｲ) 上記のほか、花巻市ホームページからもダウンロードできます。 

     ホームページアドレス 

http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shisei/jinji_saiyo/syokuinsaiyo/index.html  

 

 (2) 申込方法等 

   (ｱ) 提出書類 （①申込書、②職務経歴書、③司法修習終了証の写し のすべてです。） 

 

      ① 申込書 申込書に必要事項を記入し、申込書の所定の箇所に縦５cm×横４cmの写真を

貼ってください。記入欄の最下の署名を忘れないようにしてください。 

    ② 職務経歴書  

    ③ 司法修習終了証の写し 

 

   (ｲ) 申込方法 

     持参の場合は、総合政策部人事課（市役所本庁舎2階）まで直接持参ください。 

     郵送の場合は、封筒に「受験申込書在中」と朱書きし、特定記録郵便又は簡易書留扱い

で下記宛送付してください。 

≪ 〒025-8601 花巻市花城町9-30 花巻市総合政策部人事課 ≫ 

     ※受付した試験申込書は返却いたしません。 

 

７ 合格発表 

  受験者全員に合否の結果を文書で通知します。 
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８ 合格から採用まで 

 (1) 採用日については相談に応じます。 

 (2) 「弁護士業務の制限について」 

地方公務員法の規定により、公務に専念することになりますが、弁護士登録を抹消する

必要はありません。 

 (3) 任用期間中は、営利企業等への従事制限など地方公務員法の服務に関する規定が適用され

ますので、現在営利企業等に在職中の方が採用となる場合は、その企業等を退職していただ

くことになります。 

 

９ 勤務条件 

 (1) 給料 

   「花巻市一般職の任期付職員の採用等に関する条例」の規定により次の給料表が適用さ

れ、弁護士としての経験年数や職責等に応じて、１号給から４号給に決定します。 

号給 給料月額 
年収(給料・期末手当

等) 

１号給 ４０８，０００円 約６５０万円 

２号給 ４５９，０００円 約７３０万円 

３号給 ５１２，０００円 約８３０万円 

４号給 ５７９，０００円 約９３０万円 

    ※年収には期末手当・勤勉手当が含まれています。 

    ※制度改正により、金額等が変更されることがあります。 

    ※弁護士登録料・会費は、自己負担となります。 

 

 (2) 諸手当 

    給料のほかに通勤手当、期末手当・勤勉手当などが支給されます。 

    なお、民間給与の動向に応じて改定が行われることがあります。 

 

 (3) 勤務時間、休暇 

   (ｱ) 勤務時間は、週38時間45分で１日の勤務時間は通常7時間45分となっています。 

   (ｲ) 休暇は、次の３種類があります。 

     年次休暇 年間20日を限度に業務に支障のない限りいつでも取得できます。 

     病気休暇 負傷又は疾病により療養を必要とする場合に一定期間与えられます。 

     特別休暇 選挙権その他公民としての権利の行使、忌引等の場合にその都度必要と認

められる期間与えられます。 

 

 (4) その他 

    職員公舎（借上住宅）があります。 

 

10 共済組合制度 

  職員に採用されると岩手県市町村職員共済組合の組合員となり、医療費等の給付が受けられ

ます。退職した場合は、勤続期間に応じた退職共済年金、退職手当等が支給されます。 
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11 研修制度等 

 (1) 顧問弁護士との太いパイプ 

 花巻市では、２名の弁護士と顧問契約を結んでいます。 

採用後は、法務事案について、両弁護士との橋渡し役を担っていただきます。訴訟実績が

豊富な弁護士と業務を行いながら、弁護士としての経験を積むことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 (2) 充実の研修制度 

 採用者の経験等も踏まえながら、國廣弁護士の国広総合法律事務所で研修を予定していま

す。 

 

  

   

 

12 お問い合せ先 

  試験についてご不明な点や現役弁護士職員に業務の内容等をご確認したい場合などは、ご連

絡願います。 

  花巻市役所 総合政策部 人事課  ＴＥＬ 0198-41-3509（直通） 

令和８年度 契約顧問弁護士の主なプロフィール 

○國廣 正 （国広総合法律事務所 東京都千代田区） 

 1994年１月～   國廣法律事務所（現国広総合法律事務所）開設 

 1999年～2000年   第二東京弁護士会 民事介入暴力被害者救済センター副委員長 

 2004年４月～   内閣府顧問（法令遵守対応室法令顧問） 

 2006年６月～2014年６月  積水化学工業（株）社外監査役 

 2007年３月～   内閣官房顧問（内閣総務官室法令遵守顧問） 

 2007年６月～   東京海上日動火災保険（株）社外取締役 

 2009年 12月～   消費者庁顧問（法令遵守調査室法令顧問） 

 2012年６月～2020年６月  三菱商事（株）社外監査役 

 2015年 10月～2021年２月  ＬＩＮＥ（株）社外取締役 

 2017年６月～2025年６月   オムロン（株）社外監査役 

2021年３月～2026年６月予定ＬＩＮＥヤフー（株）（旧Ｚホールディングス（株））社外取締役 

2022年６月～       三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券（株）社外監査役 

2023年６月～       農林中央金庫 経営管理委員 


